
三重県警察学校の運営に関する訓令 

平成17年12月27日 

三重県警察本部訓令第25号 

改正　平成21年３月19日三重県警察　令和元年６月25日三重県警察 

本部訓令第３号　　　　　　　本部訓令第10号 

令和３年３月29日三重県警察　令和７年２月26日三重県警察 

本部訓令第６号　　　　　　　本部訓令第２号 

令和７年３月19日三重県警察　 

本部訓令第15号 

　三重県警察学校の運営に関する訓令を次のように定める。 

三重県警察学校の運営に関する訓令 

　三重県警察学校の運営に関する訓令（昭和56年三重県警察本部訓令第15号）の

全部を次のように改正する。 

　（趣旨） 

第１条　この訓令は、三重県警察教養規則（平成17年三重県公安委員会規則第10

号）に基づき、三重県警察の教養に関する訓令（平成17年三重県警察本部訓令

第19号）に定めるもののほか、学校教養を効果的に推進するため、警察学校（

以下「学校」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

　（実践的な教養の推進） 

第２条　警察学校長（以下「校長」という。）は、実践的な教養の推進に資する

ため、学校で行う課程の教授内容に関して必要な調査及び研究を行い、効果的

かつ効率的な教育訓練の実施に努めなければならない。 

２　教官は、常に教授方法の工夫、改善に努め、各種教材の活用、模擬現場にお

ける実習、事例研究、書類作成等により、授業の内容と進度に応じて具体的に

理解しやすくするとともに、学習の動機付けに配意し、実践的な教養の推進に

努めなければならない。 

　（入校学生） 

第３条　入校学生（以下「学生」という。）は、警察教養細則（平成13年警察庁

訓令第４号。以下「細則」という。）第５条第１項各号及び第14条第１項に規

定する課程の教養対象者の中から選考の上、警察本部長（以下「本部長」とい

 



う。）から命ぜられた者とする。 

　（入寮） 

第４条　初任科、初任補修科及び一般職員初任科の学生は、学生寮に入寮するも

のとする。ただし、校長が、特にやむを得ない事情があると認めた場合は、通

学とすることができる。 

２　初任科、初任補修科及び一般職員初任科を除く課程（以下「その他の課程」

という。）の学生は、必要に応じて学生寮に入寮することができる。 

　（規律の遵守） 

第５条　すべて学生は、校長が別に定める諸規程を遵守するとともに、校長、副

校長及び教官の指示命令に従わなければならない。 

　（休学等） 

第６条　学生は、病気、負傷その他の理由により授業を受けることができないと

きは、校長の許可を受けて、授業を見学し、欠講し、又は休学することができ

る。 

２　休学は、通じて修学期間の４分の１を超えることができない。ただし、公務

災害等に起因するもので校長が特に認めたときは、更にその期間を延長するこ

とができる。 

３　校長は、学生が前項の休学期間を超えて、なお復学することができないとき

は、当該学生を退校させることができる。 

４　校長は、休学の許可若しくは期間の延長をしようとするとき又は前項の退校

をさせようとするときは、当該学生（初任科及び一般職員初任科を除く。）の

所属長（警察本部の課、隊、科学捜査研究所及び運転免許センター並びに警察

署の長をいう。以下同じ。）の意見を徴し、かつ、退校に関しては本部長に報

告し承認を受けなければならない。 

　（退校） 

第７条　学生は、自己の意思により退校しようとする場合は、あらかじめ理由を

添えて校長に申し出なければならない。 

２　校長は、前項の申出を受け退校させようとするときは、前条第４項の規定を

準用する。 

　（学級編成及び担任教官） 

 



第８条　校長は、学生の人数に応じ、課程別に学級を編成するものとする。 

２　学級には、担任教官を置くものとし、校長がこれを任命する。この場合にお

いて、校長が必要と認めたときは、担任教官のほかに副担任教官を置くことが

できる。 

（教授科目） 

第９条　教官の担当する教授科目は、校長が指定する。 

２　教官は、担当する教授科目について、学習指導計画を作成し、校長の承認を

受けなければならない。 

　（授業計画） 

第10条　校長は、初任科、初任補修科及び一般職員初任科について、別に定める

教授細目に基づいて、課程別に月単位の授業実施計画を策定するものとする。 

２　校長は、前項の授業実施計画に基づき、週ごとの授業時間割を定めて授業を

推進するものとする。 

３　その他の課程を担当する所属長は、当該課程の授業実施計画及び授業時間割

を策定するものとし、これに当たっては、校長と協議するものとする。 

　（試験及び勤務評価） 

第11条　校長は、初任科、初任補修科及び一般職員初任科について、教育効果を

測定し、修学成績を評価するため、試験及び勤務評価を行うものとする。 

２　試験は、定期試験、随時試験、補充試験及び追試験の４種とし、校長が教授

科目の中から指定したものについて行う。 

３　勤務評価は、素行、勉学の態度、規律の遵守状況、服務の状況等について行

う。 

４　校長は、その他の課程について、試験及び勤務評価を実施することができ

る。この場合において、当該課程を担当する所属長の意見を聴くものとする。 

　（定期試験及び勤務評価） 

第12条　定期試験の時期及び実施回数は、次の各号に定めるところによる。 

(１)　初任科 

ア　長期課程３回 

第１回　入校後おおむね３か月を経過したとき 

第２回　入校後おおむね６か月を経過したとき 

 



第３回　卒業前おおむね１か月以内 

イ　短期課程２回 

第１回　入校後おおむね３か月を経過したとき 

第２回　卒業前おおむね１か月以内 

(２)　初任補修科１回 

長期及び短期課程　卒業前おおむね１か月以内 

(３)　一般職員初任科１回 

卒業の前 

(４)　その他の課程１回 

修了の直前 

２　勤務評価の時期及び実施回数は、各課程ごと、卒業又は修了直前の定期試験

に併せて、それぞれ１回実施する。 

　（随時試験） 

第13条　随時試験は、校長が特に必要と認めた場合、科目を指定して実施する。 

　（補充試験） 

第14条　補充試験は、病気、負傷その他やむを得ない理由により、前２条に規定

する試験の全部又は一部を受けることができなかった学生に対し、当該科目に

ついて期日を定めて実施する。 

　（追試験） 

第15条　追試験は、前３条に規定する試験の成績が、次条の合格基準に達しなか

った学生に対し、当該科目について実施する。 

　（合格基準） 

第16条　試験は、各科目とも100点をもって満点とし、科目ごとの得点が40パー

セント以上で、かつ、全科目の平均得点が60パーセント以上をもって合格とす

る。 

２　追試験の成績とその対象となった試験の成績との平均点が前項の合格基準に

達したときは、これを合格とする。 

　（卒業成績及び卒業認定） 

第17条　学生の卒業成績は、定期試験及び校長の指定する随時試験の成績並びに

勤務評価を総合し、判定するものとする。 

 



２　校長は、前項の卒業成績が、第16条の合格基準に達した学生について、卒業

を認定するものとする。 

３　校長は、卒業の際、初任科、初任補修科及び一般職員初任科の学生に対し、

卒業証書（様式第１）を授与するものとする。 

４　校長は、修了の際、その他の課程を修了した学生に対し、修了証書（様式第

２）を授与することができる。 

　（修得状況の連絡） 

第18条　校長は、学生が各課程を修了したときは、その期間中における修得状況

等について、当該教養を修了した学生の所属長に連絡するものとする。 

　（表彰） 

第19条　卒業の際、次の各号に定めるところにより初任科及び初任補修科の学生

を表彰する。 

(１)　警察本部長賞 

卒業成績において、第16条に規定する科目ごとの得点が70パーセント以

上、全科目の平均得点を85パーセント換算したものと勤務評価点を15パーセ

ント換算した得点の合計が90パーセント以上で、かつ、最上位の成績の学生

に対し、三重県警察の表彰に関する訓令（平成４年三重県警察本部訓令第18

号）第７条に定める賞誉を本部長が授与する。 

(２)　警察学校長賞 

卒業成績において、第16条に規定する全科目の平均得点を85パーセント換

算したものと勤務評価点を15パーセント換算した得点の合計が85パーセント

以上で、かつ、上位10パーセント以内の学生に対し、様式第３により校長が

授与する。ただし、前号に定める警察本部長賞を授与する学生を除く。 

(３)　その他の表彰 

校長は、前２号に定める学生のほか、表彰の必要があると認める成績優良

の学生又は教育上必要と認める学生を表彰することができる。 

２　前項の規定は一般職員初任科の学生について準用することができる。 

　（処分） 

第20条　校長は細則第21条第２項に規定する処分をしようとするときは教官会議

に諮り、その意見を徴した上、次の各号に定めるところによりこれを行うもの

 



とする。 

(１)　退校処分 

当該学生の所属長の意見を徴し、かつ、本部長に報告し、承認を受けた

後、退校させる。 

(２)　謹慎処分 

その程度に応じ、１か月の範囲内で当該学生に対する授業を停止し、学校

内又は自宅において謹慎させる。 

(３)　訓戒処分 

非違を諭し、その将来を戒める。 

２　校長は、前項第１号及び第２号の処分をしたときは、その理由を添えて速や

かに本部長に報告するとともに、当該処分に係る学生（初任科及び一般職員初

任科を除く。）の所属長に通知するものとする。 

３　校長は、前２項の経過を処分台帳（様式第４）に記録し、当該処分の状況を

明らかにしておかなくてはならない。 

　（雑則） 

第21条　この訓令に定めるもののほか、学校教養の実施に必要な事項は、別に定

める。 

２　校長は、この訓令の実施に関し、必要な細目的事項を定めることができる。 

　　　附　則 

　この訓令は、平成17年12月27日から施行する。 

　　　附　則（平成21年３月19日三重県警察本部訓令第３号） 

　この訓令は、公布の日から施行する。 

　　　附　則（令和元年６月25日三重県警察本部訓令第10号抄） 

　（施行期日） 

１　この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 

　（経過措置） 

３　この訓令の施行の日前に改正前の訓令に規定する様式により作成している用

紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

　　　附　則（令和３年３月29日三重県警察本部訓令第６号） 

　この訓令は、公布の日から施行する。 

 



　　　附　則（令和７年２月26日三重県警察本部訓令第２号） 

　この訓令は、令和７年２月26日から施行する。 

　　　附　則（令和７年３月19日三重県警察本部訓令第15号） 

　この訓令は、令和７年３月24日から施行する。 

 



様式第１ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

　備考 

　　１　○○には、三重県警察職員の呼称に関する訓令（平成19年三重県警察本部訓令第９号）

　　　に規定する呼称又は「警察庁事務官」若しくは「警察庁技官」を記入する。 

　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

様式第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　備考 

　　１　○○には、三重県警察職員の呼称に関する訓令（平成19年三重県警察本部訓令第９号）

　　　に規定する呼称又は「警察庁事務官」若しくは「警察庁技官」を記入する。 

　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

 

 　 第　　号 

卒　業　証　書 

    　 　　　　○○　　氏　　名 

     

    　　  初 　 任 　 科 
    本校　初 任 補 修 科  の 
    　　  一 般 職 員 初 任 科 

  課程を卒業したことを証する 

    　年　月　日 

    　三重県警察学校長 

    　　階級　　氏　　名　印 

　

  

   

修　了　証　書 

　　　　　　　○○　　氏　　名 

 

　　　本校（課程名）の課程を 

　　修了したことを証する 
 

　　　年　月　日 

　　　三重県警察学校長 

　　　　階級　　氏　　名　印  



様式第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　備考 

　　１　○○には、三重県警察職員の呼称に関する訓令（平成19年三重県警察本部訓令第９号）

　　　に規定する呼称又は「警察庁事務官」若しくは「警察庁技官」を記入する。 

　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列３番とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

賞 

　
　
　
　
　
　

○
○　
　

氏　
　

名 

　
　

 
 　

　
　
　
　

初
　

任
　

科 

　
　

本
校　

初

任

補

修

科　

の 

　
　
　
　
　

一
般
職
員
初
任
科 

 　

課
程
を
修
め
そ
の
成
績
が
優
良
で
あ 

　

っ
た
か
ら
こ
れ
を
賞
す
る 

　
　
　

年　

月　

日 

　
　
　

三
重
県
警
察
学
校
長 

　
　
　
　

階
級　
　

氏　
　

名　

印



様式第４ 

 
番  　　　　　　　処　　分　　台　　帳 
 
号

課  階  氏  所  
程      属  
別 級 名 係

処  決  執 　　年　　月　　日（　　） 
分      
別 定 年　　月　　日 行 　　　時　　　　　　　分

事  

案  

の  

概  

要

措  備  
  

置 考

 


